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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックを有する発光手段と、
　前記発光手段からの光の透過率を画素値に基づいて個別に制御可能な複数の画素を有す
る表示パネルと、
　入力画像データに基づいて、各発光ブロックの発光量を決定する決定手段と、
　１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの、前記複数の発光ブロックに対
応する複数の代表点における輝度を示す輝度データ、および、１つの発光ブロックを前記
所定の発光量で発光させたときの前記代表点間の輝度の分布の形状を示す分布形状データ
を予め記憶する記憶手段と、
　前記決定手段により決定された前記各発光ブロックの発光量および前記輝度データに示
された前記複数の代表点の輝度に基づいて各代表点に対応する第１画素に対して決定され
る第１補正量と、前記第１補正量および前記分布形状データに基づいて前記代表点以外に
対応する第２画素に対して決定される第２補正量とを用いて、前記入力画像データの各画
素の画素値を補正する補正手段と、
を有することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記第２補正量は、対応する前記第２画素の前記第１画素に対する相対的な位置と、対
応する前記第２画素の近傍の複数の前記第１画素の画素値を補正するための前記第１補正
量と、当該複数の第１画素に対応する複数の代表点の間の前記分布形状データと、に基づ
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いて決定されることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記分布形状データは、１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの当該発
光ブロックの代表点間の各位置における輝度と、当該代表点間の輝度変化が線形と仮定し
た場合の当該代表点間の各位置における輝度と、の差分のデータであることを特徴とする
請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、各発光ブロックに対応する領域における画像データの特徴量に応じて
各発光ブロックの発光量を決定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の画像表示装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、各発光ブロックに対応する領域における画像データの特徴量に基づき
算出される発光量と、前記輝度データと、に基づき当該発光量で各発光ブロックを発光さ
せた場合の各代表点における輝度の推測値を算出するとともに、当該各代表点における輝
度の推測値と、画像データに基づき算出される各代表点における輝度の目標値と、に基づ
き前記発光ブロック毎に算出される発光量を補正することを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記複数の代表点は、複数の第１代表点と、前記第１代表点の間に配置される複数の第
２代表点とを含み、
　前記補正手段は、前記輝度データに基づく前記複数の第１代表点および前記複数の第２
代表点それぞれに対応する前記第１画素の画素値を補正するための前記第１補正量と、第
１代表点に対する前記第２画素の相対位置と、前記分布形状データと、に基づいて前記第
２画素の画素値を補正することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の画像表
示装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、
　　前記第２画素の近傍の前記第１代表点に対応する前記第１画素に対する前記第２画素
の相対位置に基づき、前記第２画素の近傍の前記第１代表点に対応する前記第１画素の画
素値の補正に用いる前記第１補正量を線形補間して取得した線形補正量と、
　　前記相対位置および前記分布形状データに基づき、前記第２画素の近傍の前記第２代
表点に対応する前記第１画素の画素値の補正に用いる前記第１補正量を非線形補間して取
得した非線形補正量と、
に基づいて、当該第２画素の画素値の補正に用いる前記第２補正量を算出することを特徴
とする請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記第１代表点は、１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの輝度分布に
おけるピークとなる点および変曲点となる点、又はそれらの点の近傍の点である請求項６
又は７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記発光ブロックは正方形または長方形の形状であり、
　前記第１代表点は、各発光ブロックの４つの頂点および中心の点と、各発光ブロックの
４つの辺上に配置される、前記頂点と頂点の間の中間点と、を含む請求項６又は７に記載
の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記発光ブロックは正方形又は長方形の形状であり、
　前記第２代表点は、水平方向に隣接する２つの第１代表点を結ぶ線上に配置される中間
点と、垂直方向に隣接する２つの第１代表点を結ぶ線上に配置される中間点と、を含む請
求項６又は７に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
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　前記発光ブロックは正方形又は長方形の形状であり、
　前記第２代表点は、各発光ブロックの中心の第１代表点とそれに水平方向に隣接する第
１代表点とを結ぶ線上に配置される中間点と、各発光ブロックの中心の第１代表点とそれ
に垂直方向に隣接する第１代表点とを結ぶ線上に配置される中間点と、を含む請求項６又
は７に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　前記輝度データは、第２代表点の輝度データを含み、前記第２代表点は、少なくとも水
平方向に隣接する２つの第１代表点の間に位置する点を含む請求項６～１１のいずれか１
項に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　前記輝度データは、第２代表点の輝度データを含み、前記第２代表点は、少なくとも垂
直方向に隣接する２つの第１代表点の間に位置する点を含む請求項６～１１のいずれか１
項に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記記憶手段は、複数種類の分布形状データを記憶しており、
　前記補正手段は、前記第２画素の位置に応じて補正に用いる分布形状データを選択する
請求項１～１３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　前記代表点は、各発光ブロックの中心近傍の点および発光ブロック間の境界近傍の点を
含む請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　前記分布形状データは、各発光ブロックの中心近傍の代表点から発光ブロック間の境界
近傍の代表点までの輝度の分布の形状を示すデータを含む請求項１５に記載の画像表示装
置。
【請求項１７】
　前記表示パネルは、液晶パネルである請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像表示
装置。
【請求項１８】
　発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックを有する発光手段と、
　前記発光手段からの光の透過率を画素値に基づいて個別に制御可能な複数の画素を有す
る表示パネルと、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの、前記複数の発光ブロックに対
応する複数の代表点における輝度を示す輝度データ、および、１つの発光ブロックを前記
所定の発光量で発光させたたおきの前記代表点間の輝度の分布の形状を示す分布形状デー
タを予め記憶する記憶手段から前記輝度データおよび前記分布形状データを読み込む工程
と、
　入力画像データに基づいて、各発光ブロックの発光量を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定された前記各発光ブロックの発光量及び前記輝度データに示さ
れた前記複数の代表点の輝度に基づいて各代表点に対応する第１画素に対して決定される
第１補正量と、前記第１補正量および前記分布形状データに基づいて前記代表点以外に対
応する第２画素に対して決定される第２補正量とを用いて、前記入力画像データの各画素
の画素値を補正する補正工程と、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶表示装置では、輝度を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなるバックライト
装置を備え、液晶パネルの表示領域をバックライト装置の各発光ブロックに対応する分割
領域により分割し、画像信号に基づいて発光ブロック毎に輝度を制御する技術がある。各
発光ブロックの輝度に基づいて各分割領域に対応する画像信号に画像処理を施して液晶パ
ネルの透過率を制御することにより、コントラストの改善や消費電力低減の効果がある。
このバックライトの輝度制御において、画像を適切に表示するためには、各画素に照明さ
れるバックライトの輝度を正確に推測し、推測された輝度に基づいて液晶の透過率を制御
する必要がある。
【０００３】
　従来、各画素を照明するバックライトの輝度を推測する方法として、個々の発光ブロッ
クが点灯したときの画素毎の輝度分布を示すデータを予め保存しておき、それらを重ね合
わせることにより、画素毎の輝度を推測する方法があった。（例えば、特許文献１参照）
【０００４】
　また、バックライトの輝度を発光ブロック毎に推測し、それを線形補間することにより
画素毎の輝度を推測する方法があった。（例えば、特許文献２参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３０４９０８号公報
【特許文献２】特開２００９－１９２９６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術では、バックライトの発光ブロック数に比例
する数だけ、各画素に対応する輝度分布データを必要とするので、大きなデータを予め保
存しておく必要がある。そして、輝度推測の演算では、バックライトの発光ブロック数と
同数の輝度分布データの重み付け加算を毎画素行う必要がある。そのため、バックライト
の発光ブロック数が多い場合にはデータ量と演算量が膨大になるという課題があった。
【０００７】
　また、上述した特許文献２の技術では、バックライトの輝度を発光ブロック単位で推測
するので演算量は少ないが、バックライトの輝度分布は平面的ではないので、線形補間に
より得られた画素毎の推測輝度の誤差は大きい。そのため、その推測輝度に基づいて液晶
の透過率を制御して表示した画像は、意図した画像からのひずみが大きく画質が低下する
という問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、輝度を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなるバックライト
装置を備えた透過型の画像表示装置において、バックライトによる照明輝度の画素毎の推
定演算量を抑えつつ表示画質の低下を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックを有する発光手段と、
　前記発光手段からの光の透過率を画素値に基づいて個別に制御可能な複数の画素を有す
る表示パネルと、
　入力画像データに基づいて、各発光ブロックの発光量を決定する決定手段と、
　１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの、前記複数の発光ブロックに対
応する複数の代表点における輝度を示す輝度データ、および、１つの発光ブロックを前記
所定の発光量で発光させたときの前記代表点間の輝度の分布の形状を示す分布形状データ
を予め記憶する記憶手段と、
　前記決定手段により決定された前記各発光ブロックの発光量および前記輝度データに示
された前記複数の代表点の輝度に基づいて各代表点に対応する第１画素に対して決定され
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る第１補正量と、前記第１補正量および前記分布形状データに基づいて前記代表点以外に
対応する第２画素に対して決定される第２補正量とを用いて、前記入力画像データの各画
素の画素値を補正する補正手段と、
を有することを特徴とする画像表示装置である。
【００１０】
　本発明は、発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックを有する発光手段と、
　前記発光手段からの光の透過率を画素値に基づいて個別に制御可能な複数の画素を有す
る表示パネルと、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　１つの発光ブロックを所定の発光量で発光させたときの、前記複数の発光ブロックに対
応する複数の代表点における輝度を示す輝度データ、および、１つの発光ブロックを前記
所定の発光量で発光させたたおきの前記代表点間の輝度の分布の形状を示す分布形状デー
タを予め記憶する記憶手段から前記輝度データおよび前記分布形状データを読み込む工程
と、
　入力画像データに基づいて、各発光ブロックの発光量を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定された前記各発光ブロックの発光量及び前記輝度データに示さ
れた前記複数の代表点の輝度に基づいて各代表点に対応する第１画素に対して決定される
第１補正量と、前記第１補正量および前記分布形状データに基づいて前記代表点以外に対
応する第２画素に対して決定される第２補正量とを用いて、前記入力画像データの各画素
の画素値を補正する補正工程と、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、輝度を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなるバックライト装
置を備えた透過型の画像表示装置において、バックライトによる照明輝度の画素毎の推定
演算量を抑えつつ表示画質の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１、２、３に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図。
【図２】照明輝度の分布と代表点の位置の関係を説明する図。
【図３】実施例１に係る発光ブロックと代表点の関係を説明する図。
【図４】照明輝度算出処理のフローチャート。
【図５】実施例１に係る発光ブロックと代表点と補正点の関係を説明する図。
【図６】実施例１、３に係る画像補正部の機能構成の一例を示す図。
【図７】実施例１に係る注目画素の相対位置と伸長率データの関係を説明する図。
【図８】実施例１に係る本発明による補間処理を説明する図。
【図９】実施例２に係る画像補正部の機能構成の一例を示す図。
【図１０】実施例２に係る本発明による補間処理を説明する図。
【図１１】実施例３に係る代表点と補正点を説明する図。
【図１２】実施例３に係る注目画素の相対位置と伸長率データの関係を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施例１）
　以下、本発明の実施例１に係る画像表示装置及びその制御方法について図面を参照して
説明する。
　図１は、実施例１に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図である。
　画像表示装置は、液晶パネル部１０１、バックライト部１０２、特徴量検出部１０３、
発光量算出部１０４、伸長率算出部１０５、画像補正部１０６、及び制御部１１７で構成
される。制御部１１７は、後述する各機能部の動作の制御を行う機能部である。
【００１４】
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　液晶パネル部１０１は、液晶パネル部１０１に入力された画像信号に基づいて液晶を制
御し、各画素の透過率を制御する透過型の表示パネルである。
【００１５】
　バックライト部１０２は、輝度を独立に制御可能な複数の発光ブロックを有する照明装
置（バックライト装置）であり、液晶パネル部１０１を照明する。各発光ブロックの照明
輝度は、発光量の制御値に基づいて制御される。例えば、バックライト部１０２は、照明
範囲を水平方向にｍ分割、垂直方向にｎ分割した合計ｍ×ｎ個の発光ブロックで構成され
、それらの発光ブロックの発光量が独立に制御される。
【００１６】
　本実施例のバックライト輝度制御では、液晶パネル部１０１の表示領域をバックライト
部１０２の各発光ブロックに対応する分割領域により分割し、各分割領域に表示される画
像に対応する画像信号に応じて各分割領域に対応する発光ブロックの輝度を制御する。そ
して、各発光ブロックの輝度に応じて、対応する各分割領域の画像信号に対し画像処理を
施す。このような制御をローカルディミング制御と称する。
【００１７】
　ローカルディミング制御を行うことにより、例えば暗い画像が表示される分割領域に対
応する発光ブロックの輝度が抑制され、当該分割領域の画像信号に対し画素値を伸長する
画像処理が施され、当該分割領域における液晶パネルの透過率が高められる。これにより
、当該分割領域における液晶パネルの表示輝度を低下させることなく、暗い画像の黒浮き
の軽減とバックライト装置の消費電力の低減が可能になる。なお、液晶パネルの分割領域
の各々とバックライトの発光ブロックとは、１対１に対応する同一の領域である必要はな
い。本実施例では、説明を簡単にするため、液晶パネルの各分割領域とバックライトの各
発光ブロックは１対１に対応する領域であるとする。
【００１８】
　特徴量検出部１０３は、入力された画像信号を複数の分割領域により分割し、その分割
領域毎に画像信号の特徴量を検出する。本実施例では、特徴量検出部１０３は、特徴量と
して各分割領域内の画像信号の画素値の最大値（最大画素値という）を検出する。検出さ
れた最大画素値は、発光量算出部１０４に出力される。
【００１９】
　発光量算出部１０４は、特徴量検出部１０３で検出した分割領域毎の特徴量（ここでは
最大画素値）に基づいて、発光ブロック毎の発光量の抑制率と発光量の制御値を算出し出
力する。発光量の抑制率とは、可能な最大発光量に対する発光量の比率である。上記のよ
うに、ローカルディミング制御では、暗い画像が表示される分割領域に対応する発光ブロ
ックの発光量を落とすことによってコントラストの向上と消費電力の低減を図るが、発光
量の抑制率は、この発光量を落とす度合を示す。分割領域の全画素が、画素値に対応する
輝度で表示されるためには、分割領域内の画素のうち最大画素値の画素をその画素値によ
って想定されている輝度で表示することができるように、その分割領域に対応する発光ブ
ロックの照明輝度が設定されれば良い。
【００２０】
　そこで、発光量算出部１０４は、最大階調値（定数。例えば８ビットなら２５６）に対
する分割領域内の最大画素値の比を標準照明輝度に乗算することにより、発光ブロック毎
の照明輝度の目標値（目標照明輝度）を算出する。ここで、標準照明輝度とは、ローカル
ディミング制御（発光ブロック毎の輝度の抑制と分割領域毎の画素値の伸長）を行わずに
画像表示する場合のバックライトの照明輝度を示す。標準照明輝度は、例えば、バックラ
イト部１０２に可能な最大照明輝度とする。各発光ブロックの発光量は、他の発光ブロッ
クに属する光源の発光の影響を受けるため、発光量の制御値はすべての発光ブロックの影
響を考慮して決定する必要がある。そこで、発光量算出部１０４は、発光ブロック毎の発
光量の制御値は次のように算出する。
【００２１】
　まず、発光量算出部１０４は、各発光ブロックの照明輝度を対応する分割領域内の最大
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画素値を表示可能な輝度に制御するため、各発光ブロックについて、最大画素値を最大階
調値で除算することにより仮抑制率を算出する。次に、発光量算出部１０４は、仮抑制率
を標準照明輝度に乗算することにより、各発光ブロックの目標照明輝度を算出する。そし
て、発光量算出部１０４は、予め保存しておいた発光ブロック毎の代表点輝度データを仮
抑制率で重み付け加算することにより、液晶パネルの表示領域内の所定の代表点における
輝度の推測値である仮推測輝度を算出する。
【００２２】
　代表点輝度データは、発光ブロック毎に保存されており、ある発光ブロックの代表点輝
度データは、その発光ブロックを標準照明輝度で発光させたときの代表点毎の輝度の情報
を含む。本実施例の代表点輝度データは、全画素の輝度の情報ではなく、代表点のみの輝
度の情報から構成されるため、データ量が少なくて済む。代表点毎の輝度は、測定や計算
により予め求めて、代表点輝度データとして記憶手段に記憶しておく。
【００２３】
　代表点（第一の代表点）としては、照明輝度の分布が山や谷になる位置の点や、輝度分
布カーブの変曲点の点や、それらの点の近傍の点を選択するのが望ましい。これは、代表
点は任意の位置の点における画素値の補正を行うための補正量としての伸長率の算出を行
う際の基準となるからである（詳細は後述）。例えば、本実施例では、各発光ブロックの
中心の点、及び、発光ブロック間の境界の点を代表点とする。照明輝度の分布と代表点の
位置との関係を説明する図を図２に示す。
【００２４】
　図２は、５個の発光ブロックを１次元で模式的に示すとともに、各発光ブロックの発光
による輝度分布及びそれらを重ね合わせて得られる５個の発光ブロック全体での輝度分布
を模式的に示している。図２に示すように、個々の発光ブロック輝度分布は各発光ブロッ
クの中心点をピークとして中心点から離れるほど減衰する曲線となる。図２は、発光ブロ
ックの中心点と発光ブロック間の境界点を代表点とした例を示している。
【００２５】
　図２に示すように、このように代表点を選ぶことで、照明輝度の分布が山と谷になる点
や、照明輝度の分布カーブが変曲点となる点が、代表点となっていることがわかる。図２
では各発光ブロックの輝度分布を連続曲線で示しているが、本実施例では、代表点におけ
る輝度のみを代表点輝度データとして予め記憶手段に保存しておく。すなわち、本実施例
では、離散的な代表点輝度データを発光ブロック毎に保持することにより、データ量を抑
える。
【００２６】
　本実施例では、この考え方を２次元に拡張し、各発光ブロックの中心の点、発光ブロッ
ク間の境界の４隅の４つの頂点、及び発光ブロックの４つの辺上の４つの中間点の合計９
点を代表点とする例を示す。発光ブロックと代表点の位置関係を説明する図を図３に示す
。図３の例では、バックライトが、横方向にｍ個、縦方向にｎ個の合計ｍ×ｎ個の発光ブ
ロックを有する場合、代表点の数は合計（２×ｍ＋１）×（２×ｎ＋１）個となる。なお
、予め記憶手段に保存しておく発光ブロック毎の代表点輝度データは、（２×ｍ＋１）×
（２×ｎ＋１）個の代表点の位置に対応する輝度のデータがあればよく、全画素位置に対
応した輝度のデータを保存しておくは必要ない。これにより代表点輝度データのデータ量
を抑えることができる。図３の例では発光ブロックの形状は正方形だが、発光ブロックの
形状は長方形でも良い。
【００２７】
　仮抑制率に基づいてバックライトを発光させると、照明輝度が不足する発光ブロックが
発生することがある。また、逆に、照明輝度が過剰になることもある。発光ブロックの照
明輝度が不足するとは、その発光ブロックに対応する分割領域内の最大画素値の画素にお
いて得られる照明輝度が、その画素を本来想定されていた輝度で表示するために必要な照
明輝度に対して低いことを示す。
【００２８】
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　そこで、発光量算出部１０４は、照明輝度が不足する発光ブロックが生じないように、
抑制率を決定する。具体的には、発光量算出部１０４は、全ての代表点について目標照明
輝度に対する仮推測輝度の割合を算出し、その中で最も小さいものを最小輝度比とする。
そして、発光量算出部１０４は、発光ブロック毎の仮抑制率を最小輝度比で除算すること
により、補正された発光ブロック毎の抑制率を算出する。発光量の制御値は、標準照明輝
度の制御値に抑制率を乗算した値となる。
【００２９】
　ここで、図４のフローチャートを用いて、発光ブロック毎の発光量の抑制率と発光量の
制御値を算出するフローについて説明する。このフローチャートの処理は発光量算出部１
０４により実行される。
【００３０】
　ステップ１において、発光量算出部１０４は、各発光ブロックについて、対応する分割
領域内の最大画素値を最大階調値で除算することにより仮抑制率を算出する。
【００３１】
　ステップ２において、発光量算出部１０４は、各発光ブロックについて、仮抑制率を標
準照明輝度に乗算することにより、目標照明輝度を算出する。
【００３２】
　ステップ３において、発光量算出部１０４は、予め保存しておいた発光ブロック毎の代
表点輝度データを記憶手段から読み出し、仮抑制率で重み付け加算することにより、画面
内の代表点における仮推測輝度を算出する。
【００３３】
　ステップ４において、発光量算出部１０４は、全ての代表点について、目標照明輝度に
対する代表点の仮推測輝度の割合を算出する。
【００３４】
　ステップ５において、発光量算出部１０４は、目標輝度に対する仮推測輝度の割合のう
ちの最小値を最小輝度比とする。
【００３５】
　ステップ６において、発光量算出部１０４は、各発光ブロックについて、仮抑制率を最
小輝度比で除算することにより、発光ブロック毎の抑制率を算出する。
【００３６】
　ステップ７において、発光量算出部１０４は、各発光ブロックについて、標準照明輝度
の制御値に抑制率を乗算することにより、発光量の制御値を算出する。
【００３７】
　伸長率算出部１０５は、各画素の画素値を補正するための補正量算出を行う。すなわち
、伸長率算出部１０５は、発光量算出部１０４で算出された発光ブロック毎の発光量の抑
制率と、予め保存しておいた代表点輝度データに基づいて、各代表点の画素値の伸長率と
、補正点の画素値の伸長率を算出する。補正点は、代表点の伸長率を非線形補間するため
に代表点の間に配置された第二の代表点である。そして、伸長率算出部１０５は、各代表
点に対応した代表点伸長率データと、各補正点に対応したカーブ伸長率データを出力する
。カーブ伸長率データとは、各補正点に対応した伸長率と各代表点に対応した伸長率とか
ら算出される値である（後述）。発光ブロックと代表点と補正点の位置関係を説明する図
を図５に示す。
【００３８】
　図５において、発光ブロックの中心の代表点を中心代表点、発光ブロックの４隅の代表
点及び発光ブロックの４辺の中心の代表点を境界代表点としている。また、縦方向に隣接
する２つの代表点の中心に位置する補正点を垂直補正点、横方向に隣接する２つの代表点
の中心に位置する補正点を水平補正点としている。発光ブロックをｍ×ｎ個に分割した場
合は、代表点は（２×ｍ＋１）×（２×ｎ＋１）点、補正点は（８×ｍ×ｎ＋２×ｍ＋２
×ｎ）点となる。本実施例では、予め保存しておく発光ブロック毎の代表点輝度データは
、全ての代表点及び補正点における輝度のデータからなる。全画素における輝度のデータ
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ではなく離散的な位置における輝度のデータのみのため、代表点輝度データのデータ量が
少なくて済む。
【００３９】
　伸長率算出部１０５は、発光量算出部１０４の動作で説明した処理と同様に、予め保存
しておいた代表点輝度データを抑制率で重み付けして加算することにより、各代表点と各
補正点の推測輝度を算出する。次に、伸長率算出部１０５は、標準照明輝度を推測輝度で
除算することにより、各代表点と各補正点の画素値の伸長率を算出する。そして、伸長率
算出部１０５は、算出した各代表点の伸長率を、代表点伸長率データとして出力する。
【００４０】
　また、伸長率算出部１０５は、算出した各補正点の伸長率と、それに隣接する２つの代
表点の伸長率の平均値と、の差を、各補正点のカーブ伸長率データとして出力する。補正
点の伸長率ＧＣ、２つの代表点の伸長率をそれぞれＧＰ１、ＧＰ２とすると、カーブ伸長
率データＣＧは次の計算式で算出される。水平補正点のカーブ伸長率を水平カーブ伸長率
、垂直補正点のカーブ伸長率を垂直カーブ伸長率と呼ぶ。
 
ＣＧ＝ＧＣ－（ＧＰ１＋ＧＰ２）／２　　　　　　　　　　　・・・（１）
 
【００４１】
　画像補正部１０６は、伸長率算出部１０５で算出された代表点伸長率データとカーブ伸
長率データに基づいて、入力された画像信号の各画素の画素値を伸長した伸長画像信号（
補正画像信号）を出力する。画像補正部１０６の機能構成の一例を図６に示す。
【００４２】
　画像補正部１０６は、代表点伸長率記憶部１０７、線形伸長率補間部１０８、水平カー
ブ記憶部１０９、垂直カーブ記憶部１１０、水平カーブ伸長率記憶部１１１、垂直カーブ
伸長率記憶部１１２、水平非線形伸長率補間部１１３、垂直非線形伸長率補間部１１４、
伸長率加算部１１５、画像伸長部１１６で構成される。
【００４３】
　代表点伸長率記憶部１０７は、各代表点の伸長率を代表点伸長率データとして保存する
。そして、代表点伸長率記憶部１０７は、注目画素（伸長率を算出する対象画素）の位置
に基づいて、その画素を囲む４つの代表点の代表点伸長率データを出力する。
【００４４】
　線形伸長率補間部１０８は、注目画素と注目画素を囲む４つの代表点との相対的な位置
関係に基づいて、代表点伸長率記憶部１０７から出力される４つの代表点伸長率データを
線形補間演算することにより、線形伸長率を算出し出力する。具体的には、注目画素の中
心代表点からの水平画素数をＤＰｈ、垂直画素数をＤＰｖ、水平方向の代表点間画素数を
ＰＷｈ、垂直方向の代表点間画素数をＰＷｖとすると、線形伸長率補間部１０８は、注目
画素の線形伸長率Ｇｌｎを以下の式により求める。
 
Ｇｌｎ＝（１－ＤＰｖ／ＰＷｖ）
×（（１－ＤＰｈ／ＰＷｈ）×Ｇｃ＋ＤＰｈ／ＰＷｈ×Ｇｈ）
＋（ＤＰｖ／ＰＷｖ）
×（（１－ＤＰｈ／ＰＷｈ）×Ｇｖ＋ＤＰｈ／ＰＷｈ×Ｇｈｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
 
　ここで、Ｇｃは中心代表点の代表点伸長率データ、Ｇｈは中心代表点に水平方向に隣接
する境界代表点の代表点伸長率データである。また、Ｇｖは中心代表点に垂直方向に隣接
する境界代表点の代表点伸長率データ、Ｇｈｖは中心代表点から斜め方向に隣接する境界
代表点の代表点伸長率データである。注目画素とそれを囲む４つの代表点との相対位置と
伸長率データの関係を説明する図を図７に示す。
【００４５】
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　水平カーブ記憶部１０９は、水平方向に隣接する代表点間の輝度分布の水平方向の形状
を近似的に示す非線形カーブ（水平カーブという）のデータ（輝度分布データ）を保存す
る。水平カーブは、例えば、一つの発光ブロックを発光させた場合の輝度分布に基づき次
のように求める。すなわち、中心代表点からそれに対し水平方向に隣接する境界代表点ま
での輝度分布形状（一般に非線形の分布）と、中心代表点における輝度から境界代表点に
おける輝度までの輝度がリニアに変化すると仮定した場合の輝度分布形状（線形）と、の
差分とする。
【００４６】
　この差分値の中心代表点から境界代表点までの輝度分布形状を示すのが、水平カーブで
ある。すなわち、水平カーブは、中心代表点からそれに水平方向に隣接する境界代表点ま
での各点（画素）について値が定まった関数であり、中心代表点からの画素数の関数とし
て表すことができる。このように求めた水平カーブの値は、境界代表点及び中心代表点で
０となる。水平カーブの値は、中心代表点から境界代表点までの間の輝度分布形状が、常
に上に凸の場合は各点で正の値となり、常に下に凸の場合は各点で負の値となる。
【００４７】
　水平カーブは中心代表点から境界代表点までの全ての位置における値のデータを有する
ものとし、例えば、中心代表点からの画素数ＤＰｈの関数として表すことができる。本実
施例では、中心代表点と境界代表点の間の水平補正点における水平カーブの値が１となる
ように正規化した水平カーブを水平カーブ記憶部１０９に保存しておくものとする。そし
て、水平カーブ記憶部１０９は、注目画素の位置と水平方向に隣接する２つの代表点の、
水平方向の相対位置に基づいて、水平カーブデータを出力する。
【００４８】
　水平カーブ伸長率記憶部１１１は、水平補正点のカーブ伸長率データを保存する。そし
て、水平カーブ伸長率記憶部１１１は、注目画素の位置に基づいて、注目画素に隣接する
２つの水平補正点のカーブ伸長率データを出力する。ここで、注目画素に隣接する２つの
水平補正点とは、注目画素を囲む４つの代表点のうち、中心代表点とそれに水平方向に隣
接する境界代表点との間の水平補正点と、それらの代表点以外の２つの境界代表点の間の
水平補正点である。
【００４９】
　水平非線形伸長率補間部１１３は、水平カーブ伸長率記憶部１１１から出力される２つ
の水平補正点の水平カーブ伸長率データを、中心代表点に対する注目画素の垂直方向の相
対位置に基づいて線形補間する。そして、補間した水平カーブ伸長率データを、水平カー
ブ記憶部１０９から出力される水平カーブデータに乗算し、水平非線形伸長率として出力
する。水平カーブデータが非線形の輝度分布に対応するので、ここでは、水平カーブデー
タに水平カーブ伸長率データを乗算する演算により非線形補間演算を行っていることにな
る。具体的には、注目画素の中心代表点からの垂直画素数をＤＰｖ、垂直方向の代表点間
画素数をＰＷｖ、水平カーブデータをＣＶｈとすると、水平非線形伸長率Ｇｎｌｈは以下
の式より求められる。
 
Ｇｎｌｈ＝ＣＶｈ
×（（１－ＤＰｖ／ＰＷｖ）×ＣＧｃｈ＋ＤＰｖ／ＰＷｖ×ＣＧｈ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
 
　ここで、図７に示すように、ＣＧｃｈは水平方向に隣接する中心代表点と境界代表点の
間の水平補正点のカーブ伸長率データ、ＣＧｈは水平方向に隣接する境界代表点と境界代
表点の間の水平補正点のカーブ伸長率データである。
【００５０】
　垂直カーブ記憶部１１０は、垂直方向に隣接する代表点間の輝度変化の垂直方向の形状
を近似的に示す非線形カーブ（垂直カーブという）のデータを保存する。基本的な動作は
水平カーブ記憶部１０９と同様である。また、水平方向と垂直方向の非線形カーブが同じ
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で良い場合は、水平カーブ記憶部１０９と垂直カーブ記憶部１１０は共通化してもよい。
【００５１】
　垂直カーブ伸長率記憶部１１２は、垂直補正点のカーブ伸長率データを保存する。基本
的な動作は、水平カーブ伸長率記憶部１１１と同じである。
【００５２】
　垂直非線形伸長率補間部１１４は、垂直カーブ伸長率記憶部１１２から出力される２つ
の垂直補正点の垂直カーブ伸長率データを、中心代表点に対する注目画素の水平方向の相
対位置に基づいて線形補間する。そして、補間した垂直カーブ伸長率データを、垂直カー
ブ記憶部１１０から出力される垂直カーブデータに乗算し、垂直非線形伸長率として出力
する。具体的には、注目画素の中心代表点からの水平画素数をＤＰｈ、水平方向の代表点
間画素数をＰＷｈ、垂直カーブデータをＣＶｖとすると、垂直非線形伸長率Ｇｎｌｖは以
下の式より求められる。
 
Ｇｎｌｖ＝ＣＶｖ
×（（１－ＤＰｈ／ＰＷｈ）×ＣＧｃｖ＋ＤＰｈ／ＰＷｈ×ＣＧｖ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
 
　ここで、図７に示すように、ＣＧｃｖは垂直方向に隣接する中心代表点と境界代表点の
間の垂直補正点のカーブ伸長率データ、ＣＧｖは垂直方向に隣接する境界代表点と境界代
表点の間の垂直補正点のカーブ伸長率データである。
【００５３】
　伸長率加算部１１５は、線形伸長率補間部１０８から出力される線形伸長率Ｇｌｎと、
水平非線形伸長率補間部１１３から出力される水平非線形伸長率Ｇｎｌｈと、垂直非線形
伸長率補間部１１４から出力される垂直非線形伸長率Ｇｎｌｖとを加算する。これにより
、伸長率加算部１１５は、画素毎の伸長率Ｇｐｉｘを算出し、出力する。具体的には、画
素毎の伸長率Ｇｐｉｘは、以下の式により求められる。
 
Ｇｐｉｘ＝Ｇｌｎ＋Ｇｎｌｈ＋Ｇｎｌｖ　　　　　　　　　　　　・・・（５）
 
【００５４】
　画像伸長部１１６は、画像信号の各画素値に、画素毎の伸長率を乗算し、補正した画像
信号を出力する。
【００５５】
　図８に、実施例１に係る本発明による補間を説明する図を示す。図の例は、説明を簡単
にするため、代表点を水平方向に結ぶ線上に注目画素がある場合の例である。図に示すよ
うに、伸長率は、代表点と補正点上の画素では推測輝度に基づいて算出された値（標準照
明輝度を推測輝度で除した値）となる。代表点と補正点との間の画素では、１つの発光ブ
ロックを発光させたときの輝度分布を近似したカーブを用いて非線形補間により算出され
た値となる。
【００５６】
　以上のように、本発明によれば、代表点と補正点のみの照明輝度を推測し、それらの推
測輝度に基づいて照明輝度の分布を近似したカーブで画素毎の画素値の伸長率を算出する
ので、少ない計算量で精度の高いバックライト輝度制御ができる。
【００５７】
（実施例２）
　以下、本発明の実施例２に係る画像表示装置及びその制御方法について図面を参照して
説明する。実施例１では、線形伸長率と非線形伸長率を個別に算出し、それを加算するこ
とにより画素毎の伸長率を算出する方法について説明した。本実施例では、代表点伸長率
と補正点伸長率から、直接的に画素毎の伸長率を算出する方法について説明する。
【００５８】
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　実施例２に係る画像処理装置の機能構成は実施例１と同じである。
　液晶パネル部１０１、バックライト部１０２、特徴量検出部１０３、発光量算出部１０
４の動作は実施例1と同じである。
【００５９】
　伸長率算出部１０５における、代表点とその間に位置する補正点の画素値の伸長率を算
出する処理、代表点伸長率データの生成方法は実施例１と同じである。実施例２の伸長率
算出部１０５では、カーブ伸長率データとして、補正点の伸長率とそれに隣接する２つの
代表点の伸長率の内分比率を出力する。具体的には、補正点の伸長率ＧＣ、２つの代表点
の伸長率をそれぞれＧＰ１、ＧＰ２とすると、カーブ伸長率データＣＧは次の計算式で算
出される。
 
ＣＧ＝（ＧＣ－ＧＰ１）／（ＧＰ２－ＧＰ１）－０．５　　・・・（６）
 
【００６０】
　画像補正部１０６は、伸長率算出部１０５で算出された代表点伸長率データとカーブ伸
長率データに基づいて、入力された画像信号を変換し、画素値を伸長した伸長画像信号を
出力する。実施例２に係る画像補正部１０６の機能構成の一例を図９に示す。
【００６１】
　画像補正部１０６は、代表点伸長率記憶部１０７、水平カーブ記憶部１０９、垂直カー
ブ記憶部１１０、水平カーブ伸長率記憶部１１１、垂直カーブ伸長率記憶部１１２、水平
方向伸長率補間部２１７、垂直方向伸長率補間部２１８、画像伸長部１１６で構成される
。
【００６２】
　代表点伸長率記憶部１０７、水平カーブ記憶部１０９、垂直カーブ記憶部１１０、水平
カーブ伸長率記憶部１１１、垂直カーブ伸長率記憶部１１２、画像伸長部１１６の動作は
実施例１と同じである。
【００６３】
　水平方向伸長率補間部２１７は、注目画素と注目画素に隣接する代表点との水平方向の
相対位置、水平カーブデータ、水平カーブ伸長率データに基づいて、代表点伸長率データ
を補間することにより、水平方向補間伸長率を算出し出力する。具体的には、以下の式に
基づいて、２つの水平方向補間伸長率ＢＧｈｃ、ＢＧｈが求められる。
 
ＢＧｈｃ＝Ｇｃ＋（Ｇｈ－Ｇｃ）×（ＤＰｈ／ＰＷｈ＋ＣＧｃｈ×ＣＶｈ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
ＢＧｈ　＝Ｇｖ＋（Ｇｈｖ－Ｇｖ）×（ＤＰｈ／ＰＷｈ＋ＣＧｈ×ＣＶｈ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８）
 
　ここで、各変数の定義は、実施例1と同じであり、図７に示す通りである。
【００６４】
　垂直方向伸長率補間部２１８は、注目画素と注目画素に隣接する代表点との垂直方向の
相対位置、垂直カーブデータ、垂直カーブ伸長率データに基づいて、水平方向補間伸長率
を補間することにより、垂直方向補間伸長率を算出し出力する。具体的には、以下の式に
基づいて、垂直方向補間伸長率ＢＧｖが求められる。
 
ＢＧｖ　＝ＢＧｈｃ＋（ＢＧｈ－ＢＧｈｃ）
×｛（ＤＰｖ／ＰＷｖ＋ＣＧｃｖ×ＣＶｖ）×（１－ＤＰｈ／ＰＷｈ）
＋（ＤＰｖ／ＰＷｖ＋ＣＧｖ×ＣＶｖ）×ＤＰｈ／ＰＷｈ）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
 
　ここで、各変数の定義は、実施例1と同じであり、図７に示す通りである。ここで、Δ
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ＢＧｈ＝（ＢＧｈ－ＢＧｈｃ）として式（９）を変形すると、次のようになる。
 
ＢＧｖ＝ＢＧｈｃ
　　　　＋ΔＢＧｈ×ＤＰｖ／ＰＷｖ
　　　　＋ΔＢＧｈ×ＣＶｖ×｛ＣＧｃｖ×（１－ＤＰｈ／ＰＷｈ）＋ＣＧｖ×ＤＰｈ／
ＰＷｈ｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）
 
　式（１０）において、第２項が線形補間分、第３項が非線形補間分を表す。
【００６５】
　以上のようにして算出された垂直方向補間伸長率ＢＧｖは、画素毎の伸長率となる。な
お、本実施例では、水平方向伸長率補間部２１７の処理の後、垂直方向伸長率補間部２１
８の処理をする例を示したが、処理の順番は逆であっても良い。
【００６６】
　図１０に、実施例２に係る本発明による補間を説明する図を示す。図の例は、説明を簡
単にするため、代表点を水平方向に結ぶ線上に注目画素がある場合の例である。図に示す
ように、実施例1と同様に、伸長率は、代表点と補正点上の画素では推測輝度に基づいて
算出された値となる。代表点と補正点との間の画素では、１つの発光ブロックを発光させ
たときの輝度分布を近似したカーブを用いて非線形補間で滑らかに補間された値となる。
【００６７】
　以上のように、本実施例によれば、代表点伸長率と補正点伸長率から、直接的に画素毎
の伸長率を算出する方法で、実施例１と同様の効果が得られる。
【００６８】
（実施例３）
　以下、本発明の実施例３に係る画像表示装置及びその制御方法について図面を参照して
説明する。実施例１、実施例２では、１つの発光ブロック内の画素毎に伸長率を、９点の
代表点伸長率データと１２点のカーブ伸長率データから算出する方法について説明した。
本実施例では、輝度推測の演算量を軽減するために、１つの発光ブロック内の画素毎に伸
長率を、９点の代表点伸長率データと４点のカーブ伸長率データから算出する方法につい
て説明する。図１１に、実施例３に係る代表点と補正点を説明する図を示す。
【００６９】
　実施例３に係る画像処理装置の機能構成は実施例１と同じである。
　液晶パネル部１０１、バックライト部１０２、特徴量検出部１０３、発光量算出部１０
４の動作は実施例１と同じである。
【００７０】
　伸長率算出部１０５における、代表点とその間に位置する補正点の画素値の伸長率を算
出する処理、代表点伸長率データとカーブ伸長率データの生成方法は実施例１と同じであ
る。ただし、実施例１では、発光ブロックをｍ×ｎ箇所に分割した場合には、補正点は（
８×ｍ×ｎ＋２×ｍ＋２×ｎ）点となるが、本実施例では補正点は（４×ｍ×ｎ）点であ
り、半分以下に削減されている。そのため、輝度推測の演算処理を大幅に軽減することが
できる。
【００７１】
　画像補正部１０６は、伸長率算出部１０５で算出された代表点伸長率データとカーブ伸
長率データに基づいて、入力された画像信号を変換し、画素値を伸長した伸長画像信号を
出力する。実施例３に係る画像補正部１０６の機能構成は実施例１と同じである。
【００７２】
　画像補正部１０６は、代表点伸長率記憶部１０７、線形伸長率補間部１０８、水平カー
ブ記憶部１０９、垂直カーブ記憶部１１０、水平カーブ伸長率記憶部１１１、垂直カーブ
伸長率記憶部１１２、水平非線形伸長率補間部１１３、垂直非線形伸長率補間部１１４、
伸長率加算部１１５、画像伸長部１１６で構成される。
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【００７３】
　代表点伸長率記憶部１０７、線形伸長率補間部１０８、水平カーブ記憶部１０９、垂直
カーブ記憶部１１０、伸長率加算部１１５、画像伸長部１１６の動作は実施例１と同じで
ある。
【００７４】
　本実施例の水平カーブ伸長率記憶部１１１は、水平方向の各補正点のカーブ伸長率デー
タを保存する。水平カーブ伸長率記憶部１１１は、注目画素の位置に基づいて、注目画素
に隣接する２つの水平補正点の水平カーブ伸長率データを出力する。注目画素に隣接する
２つの水平補正点は、注目画素が属する発光ブロックの水平補正点のうち最も近接する水
平補正点と、注目画素を挟んで当該水平補正点とは垂直方向で反対側に隣接する発光ブロ
ックの水平補正点のうち最も近接する水平補正点である。つまり、本実施例では、注目画
素の水平非線形伸長率を求めるために、注目画素が属する発光ブロックの水平補正点の水
平カーブ伸長率データだけでなく、その発光ブロックに隣接する発光ブロックの水平補正
点の水平カーブ伸長率データをも用いる。
【００７５】
　本実施例の水平非線形伸長率補間部１１３は、水平カーブ伸長率記憶部１１１から出力
される２つの補正点のカーブ伸長率データを、注目画素の垂直方向の相対位置に基づいて
線形補間する。ここで、垂直方向の相対位置は、本実施例の場合は、注目画素が属する発
光ブロックの中心代表点と、注目画素を挟んで当該中心代表点と垂直方向で反対側に隣接
する発光ブロックの中心代表点と、に対する相対位置である。従って、実施例１では代表
点間画素数ＰＷｖを用いた部分で中心代表点間画素数２×ＰＷｖを用いる。そして、水平
非線形伸長率補間部１１３は、補間した伸長率データを、水平カーブ記憶部１０９から出
力される水平カーブデータに乗算し、水平非線形伸長率として出力する。具体的には、注
目画素の中心代表点からの垂直画素数をＤＰｖ、垂直方向の代表点間画素数をＰＷｖ、水
平カーブデータをＣＶｈとすると、水平非線形伸長率Ｇｎｌｈは以下の式より求められる
。
 
Ｇｎｌｈ＝ＣＶｈ
×（（１－０．５×ＤＰｖ／ＰＷｖ）×ＣＧｃｈ０
＋０．５×ＤＰｖ／ＰＷｖ×ＣＧｃｈ１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）
 
　ここで、ＣＧｃｈ０は注目画素が属する発光ブロックの水平カーブ伸長率データ、ＣＧ
ｃｈ１は隣接する発光ブロックの水平カーブ伸長率データである。
【００７６】
　注目画素の相対位置と伸長率データの関係を説明する図を、図１２に示す。
【００７７】
　本実施例の垂直カーブ伸長率記憶部１１２は、垂直方向の各補正点のカーブ伸長率デー
タを保存する。垂直カーブ伸長率記憶部１１２は、注目画素の位置に基づいて、注目画素
に隣接する２つの垂直補正点の垂直カーブ伸長率データを出力する。注目画素に隣接する
２つの垂直補正点は、注目画素が属する発光ブロックの垂直補正点のうち最も近接する垂
直補正点と、注目画素を挟んで当該垂直補正点とは水平方向で反対側に隣接する発光ブロ
ックの垂直補正点のうち最も近接する垂直補正点である。つまり、本実施例では、注目画
素の垂直非線形伸長率を求めるために、注目画素が属する発光ブロックの垂直補正点の垂
直伸長率データだけでなく、その発光ブロックに隣接する発光ブロックの垂直補正点の垂
直カーブ伸長率データをも用いる。
【００７８】
　本実施例の垂直非線形伸長率補間部１１４は、垂直カーブ伸長率記憶部１１２から出力
される２つの補正点の垂直カーブ伸長率データを、注目画素の水平方向の相対位置に基づ
いて線形補間する。ここで、水平方向の相対位置は、本実施例の場合は、注目画素が属す
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る発光ブロックの中心代表点と、注目画素を挟んで当該中心代表点と水平方向で反対側に
隣接する発光ブロックの中心代表点と、に対する相対位置である。従って、実施例１では
代表点間画素数ＰＷｈを用いた部分で中心代表点間画素数２×ＰＷｈを用いる。そして、
垂直非線形伸長率補間部１１４は、補間した伸長率データを、垂直カーブ記憶部１１０か
ら出力される垂直カーブデータに乗算し、垂直非線形伸長率として出力する。具体的には
、注目画素の中心代表点からの水平画素数をＤＰｈ、垂直方向の代表点間画素数をＰＷｈ
、水平カーブデータをＣＶｖとすると、垂直非線形伸長率Ｇｎｌｖは以下の式より求めら
れる。
 
Ｇｎｌｖ＝ＣＶｖ
×（（１－０．５×ＤＰｈ／ＰＷｈ）×ＣＧｃｖ０
＋０．５×ＤＰｈ／ＰＷｈ×ＣＧｃｖ１）　　・・・（１２）
 
【００７９】
　ここで、図１２に示すように、ＣＧｃｖ０は注目画素が属する発光ブロックの垂直カー
ブ伸長率データ、ＣＧｃｖ１は隣接する発光ブロックの垂直カーブ伸長率データである。
【００８０】
　以上のように、本実施例によれば、補正点の数を減らすことにより、実施例１よりも少
ない演算量で、代表点と補正点の輝度推測に基づいた画像補正ができる。
【００８１】
（実施例４）
　以下、本発明の実施例４に係る画像表示装置及びその制御方法について図面を参照して
説明する。実施例１では、一組の水平カーブデータと垂直カーブデータを用いて画素毎の
伸長率を補間する例を示した。しかし、画面端の発光ブロックと画面中央の発光ブロック
など、発光ブロックの位置により照明輝度の分布が大きく異なる場合には、それらに適し
たカーブデータを使用した方がよい。本実施例では、画像の位置に応じて複数の種類のう
ちから適切なカーブを選択し、選択されたカーブデータを用いて画素毎の伸長率を補間す
る例を示す。
【００８２】
　実施例４に係る画像処理装置の機能構成は実施例１と同じである。
　液晶パネル部１０１、バックライト部１０２、特徴量検出部１０３、発光量算出部１０
４の動作は実施例1と同じである。
　実施例４に係る画像補正部１０６の機能構成は実施例１と同じである。
【００８３】
　代表点伸長率記憶部１０７、線形伸長率補間部１０８、水平カーブ伸長率記憶部１１１
、垂直カーブ伸長率記憶部１１２、水平非線形伸長率補間部１１３、垂直非線形伸長率補
間部１１４、伸長率加算部１１５、画像伸長部１１６の動作は実施例１と同じである。
【００８４】
　水平カーブ記憶部１０９は、画面の中央付近に適用するカーブデータと、画面端付近に
適用するカーブデータの２種類のカーブデータを保存する。そして、水平カーブ記憶部１
０９は、注目画素の水平方向の位置に応じて、注目画素が画像端付近にある場合には画面
端付近に適用するカーブデータを選択し、それ以外の位置にある場合には画面の中央付近
に適用するカーブデータを選択して出力する。
【００８５】
　垂直カーブ記憶部１１０は、画面の中央付近に適用するカーブデータと、画面端付近に
適用するカーブデータの２種類のカーブデータを保存する。そして、垂直カーブ記憶部１
１０は、注目画素の垂直方向の位置に応じて、注目画素が画像端付近にある場合には画面
端付近に適用するカーブデータを選択し、それ以外の位置にある場合には画面の中央付近
に適用するカーブデータを選択して出力する。
【００８６】
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　以上のように、本実施例によれば、画像の位置に応じて複数種類のうちから適切なカー
ブを選択し、選択されたカーブデータを用いて画素毎の伸長率を補間するので、画像の位
置によって伸長率の補間精度が低下することを軽減できる。
【符号の説明】
【００８７】
１０１　液晶パネル部　
１０２　バックライト部　
１０４　発光量算出部　
１０５　伸長率算出部　
１０６　画像補正部
１０７　代表点伸長率記憶部　
１０８　線形伸長率補間部　
１０９　水平カーブ記憶部　
１１０　垂直カーブ記憶部　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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